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臨
時
福
祉
給
付
金
、障
害
・
遺
族
基
礎

年
金
受
給
者
向
け
給
付
金

臨
時
福
祉
給
付
金
、障
害
・
遺
族
基
礎

年
金
受
給
者
向
け
給
付
金

未
申
請
の
方
へ
申
請
書
を
再
度
送
付  

１２
月
８
日（
木
）〜

未
申
請
の
方
へ
申
請
書
を
再
度
送
付  

１２
月
８
日（
木
）〜

政
治
家
の
寄
附
は
禁
止
！！

お
金
の
か
か
ら
な
い
公
正
な
選
挙
の
実
現
の
た
め
に

経
営・創
業・税
務・労
務
相
談

経
営・創
業・税
務・労
務
相
談

経
営・創
業・税
務・労
務
相
談

経
営・創
業・税
務・労
務
相
談

経
営・創
業・税
務・労
務
相
談

専
門
の
資
格
を
持
つ
相
談
員
が
ア
ド
バ
イ
ス

2/20（月）
で終了

各
種
健（
検
）診

各
種
健（
検
）診

各
種
健（
検
）診

未
受
診
の
方
は
早
め
の
受
診
を

平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
と

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付

金
（
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者

向
け
）
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

未
申
請
の
方
へ
申
請
書
を
再
送
付

区
で
は
、
す
で
に
対
象
と
な
る
可

能
性
の
あ
る
方
へ
申
請
書
を
送
付
し

ま
し
た
が
、
11
月
17
日
時
点
で
申
請

書
の
到
着
が
確
認
で
き
て
い
な
い
方

に
、
12
月
8
日
（
木
）
か
ら
再
度
送

付
し
ま
す
※
申
請
書
を
提
出
さ
れ
た

方
に
も
行
き
違
い
で
届
く
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

給
付
金
の
支
給
は
1
人
1
回
の
み

で
す
。
ま
た
、
申
請
書
が
届
い
て
も

対
象
外
と
な
る
場
合
や
、
課
税
状
況

等
に
よ
り
申
請
書
が
届
か
な
い
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
不
明
な
点
は
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申
請
書
の
提
出
は
お
早
め
に

﹇
申
請
期
限
﹈

12
月
28
日
（
水
）
消
印
有
効

※
期
間
内
に
申
請
書
を
提
出
さ
れ
な

い
場
合
は
、
給
付
金
の
支
給
は
で

き
ま
せ
ん
。

※
申
請
か
ら
給
付
金
の
振
込
み
ま
で

に
1
〜
2
か
月
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

※
審
査
に
時
間
が
か
か
る
方
も
い
ま

す
。
ま
た
、
申
請
が
短
期
間
に
集

中
し
た
場
合
は
、
さ
ら
に
時
間
が

か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

給
付
金
の
支
給
を
装
っ
た

振
り
込
め
詐
欺
等
に
ご
注
意
を

区
が
皆
さ
ん
に
次
の
よ
う
な
お
願

い
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預
払

機
）
操
作
を
お
願
い
す
る

○
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
給

付
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う

○
メ
ー
ル
で
の
手
続
き
や
手
数
料
な

ど
の
振
込
み
を
お
願
い
す
る

区
職
員
や
厚
生
労
働
省
等
の
職
員

を
名
乗
っ
て
、
自
宅
へ
の
訪
問
や
不

審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、

迷
わ
ず
最
寄
り
の
警
察
署
、
ま
た
は

警
察
相
談
電
話
（
＃
9
1
1
0
）
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口
を
開
設
中

区
役
所
8
階
に
相
談
窓
口
を
開
設

し
て
い
ま
す
。
な
お
、
申
請
終
了
間

近
は
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

﹇
受
付
時
間
﹈月
〜
金
曜
の
午
前
9
時

〜
午
後
5
時（
祝
日
、12
月
29
日（
木
）

〜
1
月
3
日
（
火
）
を
除
く
）

政
治
家
（
候
補
者
、
候
補
者
に
な

ろ
う
と
す
る
者
お
よ
び
現
に
公
職
に

あ
る
者
）
が
、
選
挙
区
内
の
人
に
寄

附
を
す
る
こ
と
は
、
法
律
で
厳
し
く

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
有
権
者
が
政
治
家
に
寄
附

を
勧
誘
し
た
り
、
求
め
る
こ
と
も
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

公
正
な
選
挙
、
お
金
の
か
か
ら
な

い
選
挙
の
実
現
の
た
め
、
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。

寄
附
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の

○
お
歳
暮
や
お
年
玉
、
入
学
祝
い
、

卒
業
祝
い

○
病
気
見
舞
い

○
開
店
祝
い
や
落
成
式
の
花
輪

○
お
祭
り
・
地
域
行
事
や
ス
ポ
ー
ツ

大
会
へ
の
寄
附
や
差
し
入
れ

○
町
内
会
の
集
会
や
旅
行
な
ど
の
催

物
へ
の
寸
志
や
飲
食
物
の
差
し
入

れ
○
結
婚
祝
や
葬
式
の
香
典
（
た
だ
し
、

政
治
家
本
人
が
自
ら
出
席
し
、
通

常
一
般
の
社
交
の
程
度
を
超
え
な

い
場
合
は
、
処
罰
の
対
象
外
）

あ
い
さ
つ
状
の
禁
止

政
治
家
は
、
選
挙
区
内
の
人
に
対

し
て
、
答
礼
（
相
手
方
へ
の
返
事
）

の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も
の
を
除
き
、

年
賀
状
、
寒
中
見
舞
状
な
ど
の
時
候

の
あ
い
さ
つ
状
を
出
す
こ
と
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

後
援
団
体
の
寄
附
の
禁
止

後
援
団
体
（
い
わ
ゆ
る
後
援
会
）

が
、
選
挙
区
内
の
人
に
花
輪
、
香
典
、

祝
儀
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

を
出
す
こ
と
は
、
政
治
家
本
人
同
様

に
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

一
定
期
間
を
除
き
、
後
援
団
体
が
自

ら
の
設
立
目
的
に
よ
り
行
う
旅
行
や

印
刷
物
の
発
行
等
の
事
業
に
関
し
て

は
、
寄
附
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

忘
年
会
や
新
年
会
の
案
内
状

に
は
会
費
を
明
記

会
費
を
徴
収
す
る
忘
年
会
や
新
年

会
な
ど
で
、
政
治
家
の
方
を
招
く
場

合
に
は
、
必
ず
案
内
状
に
会
費
を
明

記
し
て
く
だ
さ
い
（
金
額
は
他
の
参

加
者
と
同
一
金
額
）。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

�（
3
6
4
7
）9
0
9
1

FAX（
3
6
4
7
）9
5
9
2

▲区がお送りする申請書が入った封筒

区
で
は
、
区
内
の
中
小
企
業
の
方

を
支
援
す
る
た
め
、
江
東
区
経
営
相

談
員（
中
小
企
業
診
断
士
・
経
営
士
）

と
税
理
士
・
社
会
保
険
労
務
士
に
よ

る
無
料
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

経
営
で
お
困
り
の
方
や
、
こ
れ
か

ら
創
業
を
お
考
え
の
方
、
税
務
・
労

務
に
つ
い
て
お
知
り
に
な
り
た
い
方

は
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
（
予
約

制
）。

﹇
経
営
相
談
﹈

経
理
、
店
舗
設
計
・
運
営
、
創
業
、

事
業
継
承
、
廃
業
な
ど
経
営
全
般
の

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

﹇
巡
回
相
談
﹈

経
営
改
善
の
た
め
、
店
舗
の
レ
イ

ア
ウ
ト
な
ど
現
地
で
の
面
談
を
希
望

す
る
事
業
主
の
方
に
、
店
舗
等
へ
直

接
訪
問
し
て
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

﹇
創
業
支
援
相
談
﹈

新
た
に
事
業
を
始
め
た
い
方
へ
、

開
業
の
た
め
の
手
順
や
融
資
に
つ
い

て
具
体
的
な
助
言
を
し
ま
す
。

﹇
税
務
相
談
﹈

東
京
税
理
士
会
江
東
西
支
部
の
協

力
に
よ
り
、
確
定
申
告
や
決
算
等
の

税
務
に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。

﹇
労
務
相
談
﹈

東
京
都
社
会
保
険
労
務
士
会
江
東

支
部
の
協
力
に
よ
り
、
人
事
・
労
務

管
理
や
社
会
保
険
に
関
す
る
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

申
電
話
で
経
済
課
融
資
相
談
係

�（
3
6
4
7
）2
3
3
1

FAX（
3
6
4
7
）8
4
4
2

40
歳
以
上
で
、
国
民
健
康
保
険
ま

た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

の
方
、
生
活
保
護
受
給
の
方
を
対
象

に
、
健
康
診
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

平
成
28
年
度
の
健
康
診
査
は
2
月
20

日
（
月
）
で
終
了
し
ま
す
。
健
康
診

査
は
、
ご
自
身
の
健
康
状
態
や
生
活

習
慣
病
の
発
症
リ
ス
ク
を
知
る
チ
ャ

ン
ス
で
す
。
眼
科
検
診
、
お
と
な
の

歯
科
検
診
お
よ
び
各
種
が
ん
検
診

（
大
腸
が
ん
・
前
立
腺
が
ん
・
乳
が
ん

・
子
宮
頸
が
ん
検
診
）
も
上
記
期
限

で
終
了
し
ま
す
。

が
ん
は
区
民
の
主
要
死
因
の
第
1

位
で
、
3
人
に
1
人
が
「
が
ん
」
で

亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
が
ん
は
早
期

に
発
見
す
れ
ば
ほ
ぼ
治
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
進
行
す
る
ま
で
は
ほ

と
ん
ど
自
覚
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
。

早
期
の
が
ん
を
見
つ
け
る
た
め
に
も
、

が
ん
検
診
の
定
期
的
な
受
診
が
非
常

に
重
要
で
す
。
各
種
健
（
検
）
診
の

対
象
者
に
は
6
月
中
旬
に
通
知
済
み

で
す
が
、
転
入
等
で
届
い
て
い
な
い

方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
保
健
所
健
康
推
進
課
健
康
づ
く

り
係

�（
3
6
4
7
）9
4
8
7

FAX（
3
6
1
5
）7
1
7
1

各種健（検）診内容 ※年齢は平成29年3/31現在。自己負担金は検診費用の1割相当額
前立腺がん

55・60・65
歳の男性区
民

血液検査
（PSA検査）

500円

乳がん
40歳以上
の偶数年
齢の女性
区民

視触診、
マンモグ
ラフィ

1，000円

子宮頸がん

20歳以上の
偶数年齢の
女性区民

内診、視診、
子宮頸部細
胞診

600円

大腸がん

40歳以上
の区民

便潜血検
査

500円

肺がん

40歳以上の
区民

胸部Ｘ線検
査、喀痰検
査（該当者
のみ）

800円

胃がん

35歳以上の
区民

胃部Ｘ線検
査（バリウ
ム使用）

500円

眼科検診

50・55・60
歳の区民

屈折・矯正
視力・細隙
燈顕微鏡・
眼圧・眼底

500円

おとなの歯科検診

20・25・30・35・40・
45・50・55・60・65・
70歳の区民

口腔内診査

無料

健康診査
40歳以上の江東区
国保加入者・後期
高齢者医療加入者
・生活保護受給者

計測・血圧・尿・
血液・心電図・胸
部Ｘ線・眼底（医師
の判断）

無料

対象者

検査内容

自己
負担金

江東区の平成26年死因割合
構成比

100．0%

31．2%

14．5%

9．3%

〇がんの部位では、男女ともに「肺がん」、
女性は「乳がん」の死亡率が高く、23区中
でも上位

死亡人数

3，893

1，213

566

363

死因

総数

悪性新生物（がん）

心疾患（高血圧性を除く）

脳血管疾患

問い合わせ先（いずれも通話料がかかります）

［江東区臨時福祉給付金コールセンター］
�0570―06-9292
※IP電話等でつながらない場合は�6832-7732、FAX3699-8773
（月～金曜の9：00～17：15（祝日、12／29（木）～1／3（火）を除く））
［厚生労働省の相談窓口（専用ダイヤル）］
�0570-037-192
※IP電話等でつながらない場合は�6627-1290
（9：00～18：00※12／18（日）までは土・日曜、祝日も開設）


